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医療保険と介護保険の給付調整の周知等について

平成 24年 10月 26日付けで会計検査院長から厚生労働大臣に対し、会計検査院

法第34条の規定により、国民健康保険団体連合会の介護給付適正化システムから提

供される医療保険と介護保険との突合情報を活用した効率的なレセプト点検を実施

することなどにより、医療給付と介護給付との給付調整が適切に行われるよう是正改

善の処置が求められたところです。(参考参照)

医療保険と介護保険の給付調整については、「要介護被保険者等である忠者につい

て療養に要する費用の額安算定できる場合J(平成 20年厚生労働省告示第 128号)等

において、お示ししているところですが、引き続き、医療機関等に対して、給付調整

の適切な実施について改めて周知し、診療報酬等の算定を適正に行うよう指導を徹底

するようお願いいたします。
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厚生労働大恒

三井判事雄 殿

21検第 666 号
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会計検査院長

l重松簿之

医療保険における医療給付k介護保険における介護給付止の給付調整につい亡

i傑昔日について、会言↑検蕊校法第31条の規定により、下記のとおり是正改善の処置を求め

る。

言己

l 医療保険l二おりる医療給付等の概嬰

(J)医療給付の概要E

尚省、川、健康保険法(大正1J年法律第70号)、国民健康保険法(耳目和33年決律第19

2号)、高齢者の医僚の確保に関する法律(IlWfrJ57年法律鋭的号)符(以}¥これらを

|医療保険各法|という色)に基づき、市町村(特)JIJIRを含む。以下同じo )、都道

府県に設寵されている後期高齢者[凶京広域連合(以 l、「広域迷合Ji:"しづ c )等(以

ドl保険者等Jtいう， )がf丁う!京~f;行呆険における[栄燦給付に関して、保険者等並び

に医療機関及び薬局(以下、医療機関と薬局を合わせて「医療機関等j というと)忙

対する指導等を行う止台も{こ、!実療給付に寄書する者用の一却を負拘してし、るn



これらの医療給付においては、被保検者(被扶養者等を含む。以下同じ。)が医療

機関で診察、治療等の診療を受け、又は薬局で薬剤の支給等を受けた場合、保険者等

及び被保険者である患者がこれらの費用を医療機関等に診療報酬文は調剤報酬(以下

f診療報酬等Jという。)として支払う。

そして、診療報酬等の請求、審査及び支払の手続は、次のとおりとなっている。

ア 医療機関等は、診療報酬等のうち患者負担分を患者に請求して、残りの診療報酬

等(以下「医療費」という。)については各保険者等に請求する。

イ 医療機関等は、診療報酬請求膏又は調剤報酬請求書(以下「請求書Jという。)

に医療費の明細を明らかにした診療報酬明細害又は調剤報酬明細啓 C以下 fレセプ

ト」という o )を添付して、とれらを審道支払機関であり都道府県に設置されてい

る国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会Jという。)等に毎月1回送付する。

ウ 審査支払機関は、時求書及びレセプトに基づき請求内容を審査点検した後、医療

機関等ごと、保険者等ごとの請求額を算定して、その後、誇求額を記載した書類と

請求書及びレセプトを各保険者等に送付する。

エ 請求~受けた保険者等は、医療費についての審査点検を行って金額等を確認した

上で、審査支払機関常通じて医療機関等iこ医療費を支払う。

(2) 医療給付と介護給付との給付の調整

医療機関等は、医療サービスの提供を行うほか、介護サ}ピスの事業者として、介

護保険法(平成日年法徐第123号)に基づき、市町村の認定を受けた要介護被保険者等

に対して介護給付のー潔在して医療サーピスを提供できるこ左となっている。



f 

ただし、間ーの疾病等について要介竣被保険者等が医療機関等で提供された医療サ

ーピスのうち介護保険法に基づく介護給付を受けることができる場合は、医療給付は

行われないこととされるなど給付の統整(以下、この調整を「給付調整」という.) 

を行うとととされている。

(3)給付開整に係る医療費等の適正化の取組

国保連合会は、医療保険のうち国民健康保険及び後期高齢者等 (75歳以上の者又は

65歳以上75歳未満の者で一定の障害状態にある者をいう。)を被保険者とする後期高

齢者医療制度の診療報酬等の審斎支払機関であるとともに、介鯵保険の介護報酬の審

査支払機関も兼ねている。

このことから、圏保連合会は、平成15年度から、社団法人国民健康保険中央会 (24

年4月1日以降は公益社部法入国民健康保険中央会)が黄省から交付された国席補助金

で導入した国保連合会介護給付適正化システム(以下「適正化システムJという。)

により、医療給付と介談給付の給付の整合性が確穏できるよう、患者ごとに医療保険

と介護保険の給付情報を突合している。そして、 20年度からは、老人保健制度に代わ

り後期高齢者医療制度が創設されて、介護保険法により介護給付の対象となる同制度

の被保険者及び国民健康保険の40歳以上75歳未満の被保険者に係る給付情報が適正化

システムによる突合の対象として加えられるなど、突合の対象の艇屈が拡充されてき

ている。

また、国保連合会は、適疋化システムによる突合を行い、給付調整について確認の

必要伎が高い患者を抽出して、当該患者の要介護度、要介護認定の有効期間開始日と



終了目、被保険者番号苅受診医療機関等名、抽出事由等(以下、これらを合わせて

f突合情報Jという。)が記載された一覧表を作成している。

そして、市町村及び広域連合は、一覧表に記載された突合情報を基に介護サ}ピス

事業所及び医療機関等に照会を行うことなl::により、介護保険と医療保険の給付内容

等を確認すれば、給付調整について効率的なレセプト点検を実施できるととになる白

このため、貴省は、 20年6月に、都道府県の介護保険担当部局及び後期高齢者医療担

当部局に対して通知(以下「活用遜知」という。)を発して、市町村及び広域連合に

おいて、医療保険と介護保険との担当部局聞の連携を密にするとともに、突合情報等

を積梅的に活用し、介穣給付に加えて医療給付の適正化の推進等を図るよう指示して

いる。また、 21年4月に、広域連合に対して通知(以下『実施通知Jという白)を発し

て、突合情報等を活用してレセプト点検を実施するよう指示している。

2 本続の検査結果

(検査の観点及び着限点)

/国民医療費は逐年増加する傾向にあ官、 21年度には36兆0067億円に達している白この

うち、国民健康保険における65歳以上75歳未満の前期高齢者の被保険者及び後期高齢者

医療制度の被保険者lと係る医療費は、高齢化の急激な進行等iとより、 17兆5236億円と臨

民医療費全体tc::占める割合は約48.7%によっている。また、要介護被保険者等の数は23

年度末には約514万人t;::遣しており、 65歳以上の総人口に占める割合は約17.0%に上って

u、る。

このように医療費の抑制が喫緊の課題となっている中、貴省l士、給付調整に関して、



市町村及び広減速合が突合情報を活用してレセプト等の点検を効率的に実施するよう医

療給付の適正化に向けての取組を行っている。

そこで、本院は、合規性等の観点から、閏民健康保険及び後期高齢者医療制度におげ

る給付調整について突合情報を活用した効率的なレセプト点検が実施されているかなr

に着服して検査した。

(検査の対象及び方法)

(注)
本院は、 27府県において、管内の保険者等が行った医療費の支払について、突合情報

やレセプト等の関係書類により会計実地検査を行った。そして、医療費の支払について、

突合情報等により給付内容の確認等を行うとともに、給付調整の実施について疑義のあ

る事態が見受けられた場合は、地方厚生(支)局及び府県に対・して鵡査及び報告を求め

て、その報管内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(注) 27府県 京都、大阪商府、岩手、 fll形、福島、栃木、崎玉、千葉、神奈川、

(検査の結果)

新潟、富山、福井、山梨、岐阜、静岡、愛知、兵庫、奈良、広島、山口、

徳島、香川、高知、福岡、宮崎、鹿児島、沖縄各県

検査の結果、 27府県に所在する60医療機関及び79薬局において給付調整を行わないま

ま診療報酬等を算定して、医療費の請求を行っていた。そして、上記の医療機関等に対

して110保険者等が行った19年度から24年度までの間における医療費の支払について、市

町村の国民健康保険担当部局(以下 I市町村国保部局j という。)及び広域連合におい

て、当該市町村の介護保険担当部局(以下「市町村介護部局Jという。)又は層保連合会

左の連携が十分でなかったなどのため、 00保連合会から突合情報の一覧表の提供を受け



ていなかったり、突合情報の一覧表の提供を受けていたのにこれを活用していなかった

りしていて、給付都建について効率的なレセプト点検を実施していないなどしていた。

このため、給付調整が適切に行われておらず、医療費の支払が16，897件、普1・1億4356万余

円過大となっていて、これに対する国の負担額5603万余円は負担の必要がなかったと認

められる。

上記の事態について事例を示すと、次のとおりである。

〈事例〉

香川県後期高齢者医療広域連合は、実施通知等lこ対する認識が欠1)ていたため、レセプ

トの点検に当たり、給付調整を点検項目としておらず、また、香川県臨民健康保険団体連

合会との連携が十分でなく、同連合会から突合情報の一覧表の提供を受けていなかった.

しかし、同広域連合が間連合会から上記一覧表の提供を受け、これを活用してレセプト

点検を実施するなどしていれば、医療機関等において給付調整が適切に行われないまま請

求が行われていた1，438件、計20，266，416円の医療費を支払う必要はなかったと認められる。

(是正改善を必要左する事態)

医療機関等において給付調整が適切に行われないまま医療費の請求が行われているの

に、市町村留保部局及び広域連合において適主化システムlとより提供される突合情報を

活用した効率的なレセプト点検を実施するなどしていなかったため、医療費の支払が過

大になっている事態は適切ではなく、是正改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、次のことなrによると認められる。

ア 貨省において、前記のとおり、活用通知を都道府県の介議保険担当部局及び後期高

齢者医療担当部局に対して発していたものの、都道府県の国民健康保険抱当部局1;:対



しでは発していなかったことなどから、突合情報の活用について市町村国保部局まで

周知されていないこと

イ 都道府県において、市町村国保部局又は広域連合が行う給付調整に関するレセプト

点検の実施状況を十分に把握しておらず、突合情報の活用が十分でない市町村国保部

局又は広域連合に対して必要な指導を行っていないとと

ウ 市町村国保部局及び広域連合において、給付調整に関するレセプト点検を実施する

ととの必要性についての認織が十分でおなかったとと、また、市町村介護部局又は国保

連合会との聞で突合情報を活用するための逮携が十分でないこと

エ 賞省及び都道府県において、診療報酬等の算定に際しての給付鏑整の適切な実施に

ついて、医療機関等に対する指導が十分でないとと

3 本院が求める是正改替の処置

我が国の国民医療費は、高齢化の急激な進行等により逐年増加する傾向にあり、医療

費の抑制は喫緊の課題となっている。

ついては、賞省において、適正化システムによる突合情報を活用した効率的なレセプ

ト点検を実施するための態勢整備を図ることなどにより、給付調整が適切に行われるよ

う、次のとおり是主改善の処還を求める。

ア 都道府県の国民i健康保険担当部局に通知を発するなどして、市町村田係部局に対し

て、レセプト点検の方法として突合情報を活用することを周知すること

イ 都道府県等に対して次のような技術的助言等を行うこと

(7)市町村園保部局又は広域連合に対して医療事務に関する指導監査等を行う際に、



給付調整に関するレセプト点検の実施状況を十分に把握して、レセプト点検を実施

する必要性について市町村等に周知徹底すること

(イ)市町村国保部局又は広域連合に対して、給付調整に関するレセプト点検における

突合情報の活用状況を確認して、活用が十分でない場合には、当該市町村介護部局

又は留保連合会との連携を十分に圏り、突合情報の活用を図るよう指導を徹底する

こと

ウ 都道府県を通じるなどして、医療機関等に対して、給付調整の適切な実施について

改めて周知し、診療報酬等の算定を適正に行うよう指導を徹底するこ左




